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 第６９条第２項の規定による商工組合連合会に対する設立要件非該当による解散の命令については、第１６条に掲げる要件を欠くに至

ったと認めるとき、又はその会員である商工組合が１となった場合において、商工組合連合会の存続意義、今後の会員である商工組合の

加入見込み、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案し、処分を行うか否かを判断するものとする。 
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